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○ 実施日時： 令和７年 10月 15日（水） 10：50～11：10 

 

○ 実施場所： 大磯町立大磯幼稚園 ２階ホール 

 

○ 説 明 者： ・ 大磯町 ３名 

       ・ 社会福祉法人真澄児童福祉会 １名 

 

○ 参 加 者： 大磯幼稚園園児保護者の方 19名 

 

○ 説明内容：  ・ 認定こども園移行事業の概要について（資料１～９ページ） 

 

○ 主な意見・質問事項と回答：  

◆ 認定こども園移行事業の概要について 

 

 

 

 

 Ａ 在園児が利用継続できるよう対応してまいります。 

具体的には、幼稚園部分である１号認定児については、継続して利用できるように

対応していきます。 

   また、保育園部分である２号認定児については、保育を必要とする状況に応じて

優先順位を付けさせていただき、入所児童の判定を行うことになりますが、２号認

定で継続して利用が難しい場合には、１号認定児として継続利用できるよう配慮し

ていくことになると考えています。 

 

 

 

令和８年度大磯町立大磯幼稚園新入園児説明会における 

認定こども園移行事業の説明 結果概要 

Ｑ 認定こども園移行の際、大磯幼稚園在園児が認定こども園を利用できないという

可能性はあるか。 
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 Ａ １号認定児の保育時間は概ね９時から 14時になりますが、この時間帯は１号認定

児と２号認定児が同じクラスで生活することになります。 

   14時以降、１号認定児は降園するのに対し、２号認定児は午睡し、保護者のお迎

えまで保育を継続する形となります。 

 

Ｑ 認定こども園移行後、幼稚園部分の１号認定児と保育園部分の２号認定時は、園

でどのように過ごすのか。 


